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○
昭
和
四
十
六
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
五
十
七
号
（
通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
か
ら
発
射
さ
れ
る
基
本
波
又
は
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
に
よ
る
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
の
特
例
を
定

め
る
件
）
の
新
旧
告
示
対
照
表

（
傍
線
部
分
が
変
更
部
分
）

改

正

案

現

行

通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
並
び
に
利
用
周

通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
か
ら
発
射
さ
れ
る
基
本
波
又
は
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
に

波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁
界
強
度
又
は
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
の
特

よ
る
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
の
特
例

例一

次
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
内
に
お
い
て
は
、
通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の
電

一

次
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
内
に
お
い
て
は
、
通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
か
ら

源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
並
び
に
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ

発
射
さ
れ
る
基
本
波
又
は
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
に
よ
る
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
を
定
め

る
磁
界
強
度
又
は
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
を
定
め
な
い
。

な
い
。
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二

通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の
う
ち
電
気
手
術
器
で
あ
つ
て
、
家
庭
用
の
施

設
又
は
住
居
用
に
使
用
す
る
目
的
の
建
造
物
に
給
電
す
る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接

続
す
る
施
設
で
使
用
さ
れ
る
も
の
の
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る

磁
界
強
度
又
は
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
は
、
前
項
の
周
波
数
帯
内
を
除
き
、
待
機
時

に
お
い
て
設
備
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号

ア
及
び

の
と
お
り
と
す
る
。

(2)

(3)

三

通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の
う
ち
電
気
手
術
器
で
あ
つ
て
、
家
庭
用
の
施

別紙７
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設
又
は
住
居
用
に
使
用
す
る
目
的
の
建
造
物
に
給
電
す
る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接

続
す
る
施
設
以
外
の
施
設
で
使
用
さ
れ
る
も
の
の
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要

発
射
に
よ
る
磁
界
強
度
又
は
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
は
、
第
一
項
の
周
波
数
帯
内
を

除
き
、
待
機
時
に
お
い
て
設
備
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
第
四
号

ア
及
び

の
と
お

(2)

(3)

り
と
す
る
。

四

通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
で
四
五
〇

以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の

kHz

（
第
二
項
及
び
第
三
項
の
も
の
を
含
む

）
の
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
に
よ
る
磁
界

二

通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
で
四
五
〇

以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の

。

kHz

強
度
の
最
大
許
容
値
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

か
ら
発
射
さ
れ
る
基
本
波
の
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

五

通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
で
四
〇
・
四
六

の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の

MHz

（
第
二
項
及
び
第
三
項
の
も
の
を
含
む

）
の
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発

三

通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
で
四
〇
・
四
六

の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の

。

MHz

射
に
よ
る
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
は
、
四
〇
・
四
六

（
±
）
二
四
〇

の
周
波
数

か
ら
発
射
さ
れ
る
基
本
波
又
は
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
に
よ
る
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値

MHz

kHz

帯
（
第
一
項
３
の
も
の
を
除
く

）
内
に
お
い
て
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
四
〇
・

は
、
四
〇
・
四
六

（
±
）
二
四
〇

の
周
波
数
帯
（
第
一
項
３
の
も
の
を
除
く

）

。

。

MHz

kHz

四
六

の
周
波
数
の
使
用
が
他
の
通
信
に
妨
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
域
に
お
い

内
に
お
い
て
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
四
〇
・
四
六

の
周
波
数
の
使
用
が
他
の
通

MHz

MHz

て
、
そ
の
周
波
数
に
代
え
て
四
一
・
一
四

の
周
波
数
を
使
用
す
る
場
合
の
四
一
・
一

信
に
妨
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
域
に
お
い
て
、
そ
の
周
波
数
に
代
え
て
四
一
・

MHz

四

（
±
）
二
四
〇

の
周
波
数
帯
内
に
お
け
る
そ
の
最
大
許
容
値
に
つ
い
て
も
、
同

一
四

の
周
波
数
を
使
用
す
る
場
合
の
四
一
・
一
四

（
±
）
二
四
〇

の
周
波
数
帯

MHz

kHz

MHz

MHz

kHz

様
と
す
る
。

内
に
お
け
る
そ
の
最
大
許
容
値
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

別
表

別
表

最
大
許
容
値

最
大
許
容
値

第
四
項
の
周
波
数
を
使
用

第
五
項
の
周
波
数
を
使
用

第
二
項
の
周
波
数
を
使
用

第
三
項
の
周
波
数
を
使
用

設
備
の
区
分

す
る
も
の
（
毎
メ
ー
ト
ル

す
る
も
の
（
毎
メ
ー
ト
ル

設
備
の
区
分

す
る
も
の

す
る
も
の

一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を

一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇

〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る

）

デ
シ
ベ
ル
と
す
る

）

。

。

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に

三
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に

三
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に

１

医
療
用
設
備

お
い
て
三
七
・
一
デ
シ
ベ

お
い
て
八
三
・
五
デ
シ
ベ

１

医
療
用
設
備

お
い
て
毎
メ
ー
ト
ル
一
ミ

お
い
て
毎
メ
ー
ト
ル
二
・
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ル
以
下

ル
以
下

リ
ボ
ル
ト
以
下

五
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
下

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に

一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離

２

工
業
用
加
熱
設
備

お
い
て
六
八
・
五
デ
シ
ベ

お
い
て
九
四
デ
シ
ベ
ル
以

２

工
業
用
加
熱
設
備

に
お
い
て
毎
メ
ー
ト
ル
一

に
お
い
て
毎
メ
ー
ト
ル
二

ル
以
下

下

ミ
リ
ボ
ル
ト
以
下

・
五
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
下

３

各
種
設
備

３

各
種
設
備

高
周
波
出
力
が

第
四
項
又
は
第
五
項
の
使
用
周
波
数
の
区
別
に
従
い
、
そ

高
周
波
出
力
が

第
二
項
又
は
第
三
項
の
使
用
周
波
数
の
区
別
に
従
い
、
そ

(一)

(一)

五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以

れ
ぞ
れ
１
の
値
に
同
じ
。

五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以

れ
ぞ
れ
１
の
値
に
同
じ
。

下
の
も
の

下
の
も
の

高
周
波
出
力
が

第
四
項
又
は
第
五
項
の
使
用
周
波
数
の
区
別
に
従
い
、
そ

高
周
波
出
力
が

第
二
項
又
は
第
三
項
の
使
用
周
波
数
の
区
別
に
従
い
、
そ

(二)

(二)

五
〇
〇
ワ
ッ
ト
を

れ
ぞ
れ
２
の
値
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
１
の
値
に

五
〇
〇
ワ
ッ
ト
を

れ
ぞ
れ
２
の
値
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
１
の
値
に

超
え
る
も
の

超
え
る
も
の

2
0
l
og

（
Ｐ
は
、
高
周
波
出
力
を
ワ
ッ
ト
で
表
し

（
Ｐ
は
、
高
周
波
出
力
を
ワ
ッ
ト
で
表
し
た
数
と
す

10

た
数
と
す
る

）
を
加
え
た
値
以
下
。
た
だ
し
、
第
四
項

る

）
を
乗
じ
た
値
以
下
。
た
だ
し
、
第
二
項
の
周
波
数

。

。

の
周
波
数
を
使
用
す
る
漏
え
い
電
界
強
度
の
低
減
技
術
の

を
使
用
す
る
漏
え
い
電
界
強
度
の
低
減
技
術
の
検
証
そ
の

検
証
そ
の
他
の
実
験
を
行
う
各
種
設
備
に
つ
い
て
は
、
２

他
の
実
験
を
行
う
各
種
設
備
に
つ
い
て
は
、
２
の
値
と
す

の
値
と
す
る
。

る
。

附

則

改
正
後
の
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の
う
ち
電
気
手
術
器
の
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁
界
強
度
又
は

電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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